
 

公益財団法人三重県スポーツ協会表彰規程（抜粋） 

 

第２条 表彰は代表理事が各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(1) スポーツ功労者 

ア  この法人の役員として会の発展に特に寄与した者 

イ  この法人の加盟団体役員として特に功労のあった者 

ウ  地方のスポーツ振興に特に功労のあった者 

(2) 優秀選手、優秀監督及び優秀チーム 

ア  全国的レベルのスポーツ大会に優勝した者 

イ  国際競技大会に出場した者 

(3) 特別優秀選手、特別優秀監督及び特別優秀チーム 

ア  長期にわたる優秀選手、優秀監督及び優秀チーム 

イ  国際競技大会において入賞した者 

(4) スポーツ優良団体 

地域又は職場のスポーツ活動において､ 特に顕著な実績をあげている団体又はスポーツクラブ 

 

公益財団法人三重県スポーツ協会表彰規程内規（抜粋） 

１．スポーツ功労者 

(1) 現在、公益財団法人三重県スポーツ協会（以下「この法人」という。）の役職にあるものは、推薦な

らびに審査の対象としない。ただし、顧問、参与並びにこれに準ずる役員にある者は、この限りではな

い。 

(2) この法人の役員とは、３期以上在職した者を対象とする。 

(3) 加盟団体役員とは、会長、副会長、理事長として10年以上在職した者を対象とする。 

   ただし、現職の加盟団体役員は除くものとする。 

(4) 以上のほか、特に功労の顕著な者。 

２．優秀選手、優秀監督及び優秀チーム 

(1) 全国的レベルのスポーツ大会とは、国民スポーツ大会、全国選手権大会、全国実業団 （社会人）選

手権大会、全国大学選手権大会、全国高等学校（定時・通信制含む）選手権大会、全国高等学校選抜大

会、全国中学校体育大会、全国中学校選抜大会等水準の高い全国大会をいう。 

   ただし、国民スポーツ大会については本内規４に定める表彰とする。 

(2) 国際競技大会とは、オリンピック競技大会、世界選手権大会、ユニバーシアード競技大会、アジア競

技大会、各競技別アジア選手権大会、東アジア競技大会をいう。ただし、親善大会を除く。 

また、上記６大会以外の世界的水準の高い国際競技大会にあっては、１～３位入賞者を対象とする。 

(3) 前各号の水準の高い全国大会及び国際競技大会の選考については、強化・普及委員会の審議を経るも

のとする。 

   ただし、小学生の大会は除くものとする。 

３．特別優秀選手、特別優秀監督及び特別優秀チーム 

(1) 長期とは、３年連続表彰規程第２条第２号の表彰を受ける者を対象とする。 

(2) 上記２－(2)に示した国際競技大会６大会において１位～３位入賞者を対象とする。 

５．表彰の基準となる期間は、表彰前年の１月１日から12月31日の期間とする。 

６．スポーツ功労者、特別優秀選手、特別優秀監督、特別優秀チーム及びスポーツ優良団体の表彰は一度受

けた者は除く。 


